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①

②

（１）計画の性格

（２）計画の期間

（１）障害のある人の自己決定の尊重と意思決定の支援、
　　地域共生社会の実現に向けた取組

（２）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続等のニーズを踏まえ
　　た支援及び就労支援の強化に対応したサービス提供体制の整備

　障害のある人の自立支援の観点から、入所施設や精神科病院等から地域生活への
移行、地域生活の継続の支援、就労支援の強化等の諸課題に対応したサービス提供
体制を整備し、障害のある人の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、
地域生活支援拠点の推進やナチュラルサポートの構築に向けての取組など、地域の
社会資源の活用及び関係機関との連携も含めた効果的な支援体制を整備します。
　地域生活支援拠点の整備に当たっては、障害のある人の重度化・高齢化や「親な
き後」を見据えて、本人も家族も安心できる地域づくりを推進します。
　就労支援の強化に当たっては、障害のある人本人が就労先や働き方についてより
良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能
力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」の創設に対応するとともに、
多様な「はたらく」を希望する人に対し、適切かつ柔軟な支援に取り組みます。

　本計画は、障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法に
基づく市町村障害児福祉計画であり、国の示した「障害福祉サービス等及び障
害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（以下「基本指
針」といいます。）に準拠して策定するものです。

　本計画は、「ノーマライゼーションプラン金沢2021（第5次金沢市障害者計
画）」（計画期間：令和３年度から令和8年度）の障害福祉サービス・障害児支
援サービス分野の実施計画という性格を有しています。

　本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。

　障害のある人の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念及び「ともに創
り　ともに生きる」社会をめざすノーマライゼーション金沢2021（第５次金沢市
障害者計画）の理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、障害福祉計画・障害
児福祉計画を策定し、推進します。

　ノーマライゼーションプランの理念の下、共生社会を実現するため、障害のある
人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、その必要とする
障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害のある人の自立と社会参加の実現
を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児支援サービスの提
供体制の整備を進めます。
　地域住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生き
がいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、地域住民が
主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、地域資源の実態等を踏まえ
た包括的な支援体制の整備に取り組みます。

➊ 第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画の概要

➋ 基本目標
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　障害のある児童とその家族に対し、障害の疑いがある段階から質の高い専門的な
発達支援を行う障害児支援サービスの充実を図るとともに、障害のある児童のライ
フステージに沿って、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関
が連携してインクルージョンの推進を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する
体制の構築を図ります。
　加えて、人工呼吸器を装着している障害のある児童その他の日常生活を営むため
に医療を要する状態にある障害のある児童（以下「医療的ケア児」といいます。）
が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の本人とその家族に寄り添った支援を円滑
に受けられるようにする等、専門的な支援を要する児童に対して、各関連分野が共
通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。

　障害のある人の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障
害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくために
は、提供体制の確保と併せて、それを担う人材を確保していく必要があります。
　そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多機関・多職種間の連携の推
進、障害福祉の現場が働きがいのある職場であることを関係機関と連携して積極的
に周知・広報するほか、現場で働く職員の意欲や支援の質の向上に向けた方策等を
検討します。

　障害のある人の地域における社会参加を促進するため、障害のある人の多様な
ニーズを踏まえた支援に取り組みます。
　特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成30年制定）を踏ま
え、障害のある人が文化芸術を享受・鑑賞し、または創造や発表等の多様な活動に
参加する機会の確保等を通じて、金沢らしい文化やアートを生かした障害のある人
の個性や能力の発揮及び社会参加の促進の取り組みを進めます。

（３）障害のある児童の健やかな育成のための発達支援

（４）障害福祉人材の確保及び支援者支援

（５）障害のある人の社会参加を支える取組
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１.

①

②

③

④

２.

①

地域生活支援拠点推進事業の充実・強化

多様な「はたらく」を望む人への適切な就労支援

「かなざわ安心プラン」の作成推進

親の入院等の緊急時に備える体制の整備

　親の入院等の緊急時に、急に自宅での生活が困難となった場合であって
も、ニーズに沿った支援ができるよう、障害福祉サービスの体験利用や予備
的な決定等を進めるなど、障害のある人や事業所が事前に備える体制の整備
を進めます。

障害福祉サービス未利用者訪問調査等による地域の要支援者の
把握の推進

地域生活支援拠点事業所連絡会の拡充による支援体制の構築

　「かなざわ安心プラン」については、親なき後など将来を見据えた「Ｍｙ
ライフプラン」と緊急時などに備えた「クライシスプラン」を一緒に作成し
てニーズを踏まえた個々の計画の精度と実効性を高めます。

　地域に居住するサービス未利用者のニーズの掘り起こしや実態把握を、調
査方法や対象者を精査するなどして行うとともに、必要に応じて相談支援や
サービスにつなぎます。

　自立支援協議会において地域生活支援拠点に必要な機能の実施状況を確
認・評価するとともに、地域生活支援拠点事業所連絡会を継続的に開催し、
対応事例や地域課題の共有・検討、事業所間の連携の強化を図り、地域生活
支援拠点推進事業の効果を高めるよう運用改善を図ります。

障害のある人本人の希望や適性に合った就労支援

　働くことは、生計を維持するだけでなく、社会の一員としての役割を果た
したり、自己実現を図るという意味で、社会参加の基本ともいえます。障害
のある人が自分の希望する仕事に就き、適正な賃金等を得ることは自立した
生活につながることから、一人ひとりの就労能力や適性、障害の状態に合わ
せた支援をさらに充実させていくことが重要です。
　一般就労への移行や就労定着のため、きめ細やかな支援を充実させるほ
か、一般就労が困難な人に対しては、生産活動への従事や仲間とともに地域
社会の中で集い、活動する機会を提供することで、社会参加や社会への寄
与、自己実現を図っていきます。
　地域でその人らしく働き続けられる就労をめざし、適切な就労支援を行い
ます。

➌ 重点施策
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②

③

３.

①

②

③

　

障害のある児童への支援の拡充・強化

　児童発達支援センターを核として、地域の事業所、関係機関と連携して地
域全体で障害児の支援体制の強化を図るとともに、保育所等訪問支援等によ
り、障害児に係るインクルーシブを推進します。
　また、児童発達支援センターが中心となって障害児通所支援事業所連絡会
を継続的に開催し、事業所間の連携の強化や事例検討を通じた支援力の底上
げを図ります。

文化芸術活動等を通じた就労支援の充実

　障害のある人の創作活動や文化芸術活動を推進するとともに、文化芸術創
造都市金沢の強みを生かし、アウトサイダー・アート・プロジェクトなど文
化芸術活動を通じた、金沢らしい就労支援の更なる充実を図ります。

　「金沢で、ともに働く」をテーマに、企業、特別支援学校、盲・ろう学校
等や就労支援事業所が一堂に会し、障害のある人の「はたらく」を考える意
見交換会を継続的に開催し、石川県中小企業家同友会をはじめとする地元企
業や学校など関係機関とも連携して、地域独自の就労支援ネットワークの強
化に努めます。

　医療的ケア児等コーディネーターを中心に、コーディネーター相互や関係
機関等との支援課題の共有、協議等を通じて、本人と家族に寄り添った医療
的ケア児の支援拡充につなげるとともに、医療や教育など多分野・多機関に
わたる医療的ケア児の支援が切れ目なく実施される体制の構築を図ります。
　また、医療的ケア児などの支援情報に関するポータルサイトを運営して、
医療的ケア児等の家族や支援者が必要な情報に迅速かつ的確につながれるよ
う情報発信を行います。加えて、国が運営する、災害時等に医療的ケア児等
の医療情報をかかりつけ医以外の医師とも迅速に共有するシステム（ＭＥＩ
Ｓ）の普及を促進します。

安心して働き続けるための就労支援ネットワークの強化

障害のある児童への支援

医療的ケアを要する障害のある児童への支援

　家族の負担軽減のため、重症心身障害のある児童等が利用できる短期入
所、日中一時支援、自宅へのヘルパー派遣、重症心身障害のある人への移動
支援事業など既定のサービスの充実に努め、サービス提供事業所等の情報提
供を充実します。
　また、強度行動障害の状態を示す児童に対し、障害の特性の理解及び支援
方法を習得し、適切な評価や計画策定、支援を実践できる人材の養成・確保
に努めます。

重症心身障害のある児童等への支援
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４.

①

②

５.

①

相談支援体制の充実・強化

障害福祉サービス人材の確保と質の向上、支援者支援

人材の育成・確保

　以下を実施し、障害福祉サービス等の人材の育成・確保に努めます。

　・スーパービジョン体制の充実
　・地域課題解決型スキルアップ研修の実施
　・関係機関と連携した就職情報交換会の開催
　・県外からのＵＪＩターン人材を採用する事業所への助成
　・職員のキャリアアップ支援への助成
　・ＩＣＴ等の導入による業務効率化や職場環境の整備の推進
　・強度行動障害のある人に対する理解促進、支援者の養成促進
　・職員の働く環境の向上

　基幹相談支援センターを中心に以下の取組を実施し、障害のある人及びそ
の家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な福祉サービス等につなげられ
るよう、総合的・専門的な相談支援を行います。

　・相談支援に関するニーズや実態把握を行うとともに、計画相談支援の
　　機能をもつ指定相談支援事業所、一般的な相談支援を提供する委託相談
　　支援事業所、地域づくりや人材育成について中心的な役割をもつ基幹
　　相談支援センター等が連携し提供される重層的な相談支援体制について
　　検証・評価を行い、障害のある人やその家族等にとって、よりアクセス
　　しやすい相談支援体制を整備します。
　・相談支援事業所に対する訪問等による相談、助言、指導等を継続する
　　とともに、相談支援事業所を対象とした研修やスーパービジョン等の
　　開催、「かなざわ安心プラン」の作成を通じて、本人を中心とした質の
　　高い相談支援を行う人材の育成支援を進めます。
　・地域の相談支援において中核的な役割を担う主任相談支援専門員を
　　計画的に確保し、その機能を有効に活用し、人材育成や地域づくりに
　　つなげます。

　・精神障害のある人及び精神保健に課題を抱える人、並びにその家族に
　　対して、包括的な支援が確保されるよう、自立支援協議会事務局会議に
　　設置した、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための
　　協議の場を通じて、保健・医療・福祉関係者等も含めた重層的な連携に
　　よる支援体制を構築します。
　・自立支援協議会における個別事例の検討等を通じて抽出された課題を
　　踏まえ、地域における相談支援体制の強化を図っていきます。

障害者基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の充実・強化

地域における相談支援体制の強化
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②

６.

　以下を実施し、障害福祉サービス等の質の向上を図ります。

　・石川県が実施する障害福祉サービス等に係る研修等への参加
　・障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析・活用し、
　　サービス提供事業者等との情報共有を行う事業者説明会の開催
　・指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査を適正に実施し、
　　石川県等との情報共有体制を構築

　本市の障害福祉施設種別ごとの優先順位に基づき、ショートステイ（短期
入所）やグループホーム等を優先的に整備します。
　社会福祉法人をはじめとする各法人に対して適切に案内を行い、本市の整
備方針や計画に沿った案件には、国庫補助採択を前提として優先的に助成を
行います。

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

施設整備方針の策定
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○

１．

２．

①

国指針における成果目標どおりの目標値とします。
②

国指針における成果目標どおりの目標値とします。
③

国指針における成果目標どおりの目標値とします。
④

国指針における成果目標どおりの目標値とします。
⑤

国指針における成果目標どおりの目標値とします。
⑥

国指針における成果目標どおりの目標値とします。
⑦

計画目標値

４％

（１８人)

１．６％

（７人）

５４人 ９５人 ８０人 ７０人

６％

（２７人）

５％

（２３人）

計画目標値

令和８年度中における福祉施設から一般就労への移行者数

一般就労移行者数
Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５見込 国目標値

第７期障害福祉計画
の国の成果目標

①　令和８年度中における福祉施設から一般就労への移行者数
　　　→令和３年度移行実績の1.28倍以上

②　令和８年度中における就労移行支援事業利用者の一般就労への移行者数
　　　→令和３年度移行実績の1.31倍以上

③　令和８年度中における就労継続支援Ａ型事業利用者の一般就労への移行者数
　　　→令和３年度移行実績の1.29倍以上

④　令和８年度中における就労継続支援Ｂ型事業利用者の一般就労への移行者数
　　　→令和３年度移行実績の1.28倍以上

⑥　令和８年度中における就労定着支援事業利用者数
　　　→令和３年度実績の1.41倍以上

⑦　令和８年度中における就労定着率が「70％以上の就労定着支援事業所」の割合
　　　→全就労定着支援事業所の25％以上

⑤　令和８年度中における就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者の
　　割合が「50％以上の就労移行支援事業所」の割合
　　　→全就労移行支援事業所の50％以上

- - ２５％ ２５％

５０人 ４４人 ４２人 ７１人 ７１人

令和８年度中における就労定着率が「７０％以上の就労定着支援事業所」の割合

７０％以上の
就労定着支援事業所の割合

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５見込 国目標値

就労定着支援利用者数

計画目標値

-

令和８年度中における就労定着支援事業利用者数

５０％以上の
就労移行支援事業所の割合

１１人 ２人 ３人 ３人
一般就労移行者数

Ｒ３実績

２人

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５見込 国目標値 計画目標値

令和８年度中における一般就労移行者の割合が「５０％以上の就労移行支援事業所」の割合

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５見込 国目標値 計画目標値

０％ １２．５％ ６．３％ ５０％ ５０％

福祉施設に入居している人の地域生活への移行

本計画においては、国の基本指針を踏まえ、次の数値目標を設定しています。

目標の分類

①地域生活移行者数

②施設入居者削減数

国目標値

Ｒ４実績 Ｒ５見込 国目標値 計画目標値

福祉施設から一般就労への移行等

４５０人

第７期障害福祉計画
の国の成果目標

①　令和４年度末時点の施設入居者数の６％以上が地域生活へ移行
②　令和８年度末の施設入居者数を令和４年度末時点から５％以上削減

令和４年度末時点の
施設入居者数

１０人

７０人

１７人 ９人 ９人

４５人 ４５人

一般就労移行者数
Ｒ３実績

令和８年度中における就労移行支援事業利用者の一般就労への移行者数

令和８年度中における就労継続支援Ａ型事業利用者の一般就労への移行者数

令和８年度中における就労継続支援Ｂ型事業利用者の一般就労への移行者数

一般就労移行者数
Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５見込 国目標値 計画目標値

３４人 ６２人 ５１人

Ｒ５見込 国目標値 計画目標値

７人

Ｒ４実績

➍ 数値目標
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①

②

１２０ ２４０就労選択支援 利用者数（人／年） － － － ０

１，１６４ １，１９９

就労定着支援 利用者数（人／年） ４８ ４２ ４２ ４２ ５５ ７１

就労継続支援（Ｂ型） 利用者数（人／月） ９９５ １，０７２ １，１０３ １，１３０

１４６ １５３

就労継続支援（Ａ型） 利用者数（人／月） ４９９ ５０９ ５１９ ５２５ ５３０ ５３５

就労移行支援 利用者数（人／月） １１７ １２７ １３８ １３９

自立訓練（生活訓練） 利用者数（人／月） １０８ １１１ １２０ １２４ １３０ １３６

自立訓練（機能訓練） 利用者数（人／月） １０ ９ ８ １０

３０８

（医療型） １５ ２５ ２２ ２２ ２９ ３８

１１ １２

９２

生活介護 利用者数（人／月） ９６４ ９８２ ９８３ ９８４ ９８５ ９８６

療養介護 利用者数（人／月） ９５ ９１ ９２ ９２ ９２

短期入所
（福祉型）

利用者数（人／月）
１８９ ２４４ ２６４ ２７０ ２８５

３５ ３５

日中活動系サービス

単　位

第６期計画における実績
（令和５年度は見込）

第７期計画における見込量

令和３年度 令和４年度 令和５年度

行動援護 利用者数（人／月） ３３ ３６ ３５ ３５

令和６年度 令和７年度 令和８年度

同行援護 利用者数（人／月） ３４ ４３ ４２ ４３ ４４ ４５

重度訪問介護 利用者数（人／月） １６ １３ １３ １３

居宅介護 利用者数（人／月） ６７０ ７０５ ６９８ ６９９ ７０１ ７０２

１３ １３

訪問系サービス

単　位

第６期計画における実績
（令和５年度は見込）

第７期計画における見込量

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

➎ 障害福祉サービスの実績・見込量

● 居宅介護をはじめとする訪問系サービスは、見込量の大きな伸びは見込んでいませんが、ヘルパー等の人材確保を

引き続き図っていく必要があります。今後も、事業所数の増加を促すなどサービス提供体制の充実を図るとともに、

夜間等の時間帯でも安心して利用できるサービス提供の確保を図っていきます。

● 同行援護及び行動援護は、従事者となるために必要な研修について積極的な受講を促し、人材の確保に努めます。

サービス見込量の確保策等

● 療養介護については、医療的なニーズに対応したサービス提供体制の確保に努めます。

● 生活介護については、日常生活上のさまざまな支援や創作的活動・生産活動の機会を提供するため、多様な利用者
ニーズに対応できるよう、提供体制の確保に努めます。

● 短期入所については、アンケート調査結果からも「今後利用したい」というニーズが多く、また見込量の増加が
見込まれるため、事業所数の増加を促すなどして提供体制の確保・充実に努めます。
また、緊急時の対応・受入れにおいても必要性が高いことから、地域生活支援拠点推進事業の充実を図ることで、

円滑な受入れの実現を目指します。

● 自立訓練（機能訓練・生活訓練）については、具体的な障害特性や新たな利用者ニーズに対応できるよう提供体制
の確保に努めます。

サービス見込量の確保策等
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③

④

計画相談支援 利用件数（件／月） １，０６４ １，０６２ １，０７９ １，０７９ １，０９０

３６ ３６地域定着支援 利用者数（件／月） ４４ ３３ ３６ ３６

１，１００

地域移行支援 利用者数（件／月） ２ ４ ２ ２ ２ ２

４４８ ４４３

相談支援

単　位

第６期計画における実績
（令和５年度は見込）

第７期計画における見込量

令和３年度 令和４年度 令和５年度

施設入所支援 利用者数（人／月） ４５９ ４６３ ４５２ ４５５

令和６年度 令和７年度 令和８年度

自立生活援助 利用者数（人／月） ２ １ ２ ２ ２ ２

共同生活援助
（グループホーム）

利用者数（人／月） ５３２ ５６６ ６５０ ６６０ ６８９ ７３０

居住系サービス

単　位

第６期計画における実績
（令和５年度は見込）

第７期計画における見込量

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

● 自立生活援助については、事業の周知を図るとともに、利用ニーズに対応できるよう提供体制の充実を図ります。

● グループホームについては、「親なき後」や福祉施設等から地域生活への移行、地域生活の継続のための居住の場
であり、また近年、利用者が増加していることを踏まえ、引き続き優先的な整備を進めます。
また、相談支援事業所や地域生活支援拠点推進事業の登録事業所等と連携を図り、利用・体験の促進を図ります。

● 施設入所支援については、本計画の数値目標の達成を目指し、福祉施設の入居者の地域生活への移行や地域生活の
の継続を推進する一方で、障害のある人の重度化・高齢化に対応しつつ、入所支援が必要な人には適切なサービスの
提供を、また自立が可能で希望される人には地域生活が送れるよう支援する等、サービス提供体制の確保に努めます。

サービス見込量の確保策等

● 今後も見込量の増加が見込まれるため、相談支援専門員の人材確保を図るとともに、相談支援事業所を対象とした

研修やスーパービジョン等の開催、「かなざわ安心プラン」の作成支援等を通じて、本人を中心とした質の高い相談

支援を行う人材の育成支援を行います。

サービス見込量の確保策等

● 就労系サービスについては、本計画の目標値（数値目標）の達成を目指し、福祉施設から一般就労への移行を促す
ため、就労支援事業所間の連携強化や情報共有の促進に努めます。
また、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所、企業及び学校等と連携し、利用者の拡大や

一般就労後の定着率向上に努めるなど、地域の就労支援ネットワークの強化に努めます。

● 就労継続支援（Ａ型）については、一人ひとりの就労能力や適性等に合わせたサービスの提供に努めます。
また、一般就労につながる施設外の活動（企業実習等）や能力向上につながる訓練内容を提供できるよう、サービス

の質の向上に努めます。

● 就労継続支援（Ｂ型）については、さまざまな活動の場としての側面もあることから、一人ひとりの就労能力や適性
等に合わせたサービスを提供するとともに、サービスの質の向上にも努めます。

● 就労定着支援については、就労系サービス事業所等に対する周知や働きかけ等により、一層の制度利用を促進します。

● 就労選択支援については、障害のある人本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメン
トの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援できるような提供体制の構築を図ります。

サービス見込量の確保策等
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１５０ １５６⑭日中一時支援事業 利用者数（人／月） １２４ １３９ １４４ １４４

１２ １２

⑬日常生活支援事業（生活訓練等） 利用者数（人／年） ３０５ ３１２ ３１２ ３１２ ３１２ ３１２

⑫訪問入浴サービス事業 利用者数（人／月） １０ １０ １２ １２

１１４ １１４

⑪福祉ホーム事業 利用者数（人／月） ７ ７ ７ ７ ７ ７

⑩盲ろう者向け通訳･介助員派遣事業
通訳･介助員派遣件数

（件／月）
７２ ８０ １１４ １１４

２３ ２３

⑨盲ろう者向け通訳･介助員養成研修事業 受講者数（人／年） ０ ４ ４ ４ ４ ４

⑧手話通訳者･要約筆記者養成研修事業 研修修了者（人／年） １７ ２４ ２３ ２３

５５９ ５５９

⑦地域活動支援センター事業 利用者数（人／月） ２１１ １６３ １７７ １７７ １７７ １７７

⑥移動支援事業 利用者数（人／月） ５２０ ５５９ ５５９ ５５９

１，３４５ １，３４５

⑤手話奉仕員養成研修事業 研修修了者（人／年） ３５ ４７ ７９ ８０ ８０ ８０

④日常生活用具給付等事業 給付件数（件／月） １，３２１ １，１７８ １，３４５ １，３４５

１０ １０ １０

手話通訳者設置事業 設置人数（人） ４ ４ ４ ５ ５ ５

③意思疎通支援事業

手話通訳者派遣事業 派遣件数（件／月） １３４ １４０ １４０

１

②成年後見制度利用支援事業 利用者数（人／年） １１ １９ １５ １６ １７ １８

①相談支援事業

１４０ １４０ １４０

要約筆記者派遣事業 派遣件数（件／月） ５ １０ １０

３ ３ ３

障害児等療育支援事業 事業所数（か所） １ １ １ １ １

障害者相談支援事業 事業所数（か所） ４ ４ ３

区　　　　分 単　位

第６期計画における実績
（令和５年度は見込）

第７期計画における見込量

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

➏ 地域生活支援事業の実績･見込量

● 成年後見制度利用支援事業については、家庭裁判所や利用促進協議会等の関係機関と連携し、当該制度の利用促進や広報
に努めます。

● 手話通訳者･要約筆記者養成研修事業、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業については、石川県と連携し、見込量の
確保のために必要な人材の養成に努めます。

● 日常生活用具給付等事業については、最新機器等の情報収集に努め、他都市の動向等を踏まえながら、ニーズに合わせた
対象品目の拡大・拡充等の見直しを図ります。

● 移動支援事業については、さまざまな利用ニーズに対応できるよう、事業所数及びヘルパーの増加を促すことにより、
提供体制の充実を図ります。

● 日中一時支援事業については、家族のレスパイトや就労促進につながるため、放課後等デイサービスにおける利用ニーズ
等への対応を進めるとともに、休日等においても安心してサービスが受けられるよう提供体制の確保に努めます。

サービス見込量の確保策等
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１２ １４ １６

④医療的ケア児への
　支援

医療的ケア児
移動介護支援事業

利用児童数（人／月） １ １ ２

③障害児相談支援 利用件数（件／月） ２６５ ２８８ ２９１ ２９１ ２９４ ２９７

②障害児入所支援

１８

２ ２ ２

医療的ケア児等
コーディネーター

配置人数（人） ０ ９

１０ １０ １０

医療型障害児入所施設 利用児童数（人／月） １１ １７ １７ １９ １９

福祉型障害児入所施設 利用児童数（人／月） ８ ８ ９

１９

８ １１ １６

居宅訪問型児童発達支援 利用児童数（人／月） １ ２ ３ ４

①障害児通所支援

児童発達支援 利用児童数（人／月） ９６ １０６ １０９ １１１ １１３ １１５

放課後等デイサービス 利用児童数（人／月） ７７５ ８６４ ９１７ ９９９ １，０８８ １，１８５

６ ９

保育所等訪問支援 利用児童数（人／月） ５ ７ ７

区　　　　分 単　位

第２期計画における実績
（令和５年度は見込）

第３期計画における見込量

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

➐ 障害児支援サービスの実績･見込量

● 児童発達支援・放課後等デイサービスについては、今後も利用ニーズが増加することが見込まれ、また障害のある児童の
ニーズを的確に把握し、特性に応じた適切なサービスを継続的に提供していく必要があることから、事業所数の増加を促進
するなどサービス提供体制の充実を図ります。

● 居宅訪問型児童発達支援については、利用ニーズに対応できるよう提供体制の充実を図ります。

● 保育所等訪問支援については、乳幼児期からの「気づきの支援」による早期療育を促進する必要性が高いため、当該制度
の浸透・利用拡大や、関係機関の連携促進に努めます。
また今後、利用ニーズの増加が見込まれることから、専門人材の育成等を推進するなど、提供体制の充実を図ります。

● 障害児入所支援は、障害特性や医療的なニーズに対応したサービス提供体制の確保に努めます。

● 障害児相談支援は、計画相談支援と一体のサービスであり、見込量の増加が見込まれるため、相談支援専門員の人材確保

を図るとともに、相談支援事業所を対象とした研修等の開催や、「かなざわ安心プラン」の作成支援等を通じて、相談支援

体制の充実を図ります。

● 医療的ケア児移動介護支援事業については、利用ニーズに対応できるよう提供体制の充実を図ります。

● 医療的ケア児等コーディネーターについては、連絡会議等の場を活用して関係者間の連携を深めるとともに、周知を進める
こと等により、医療分野など多分野・多機関との連携促進を図ります。

サービス見込量の確保策等
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①

②

③

訪問系サービス

日中活動系サービス

居住系サービス

施設入所支援
障害者支援施設に入所している人に、主として夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護を
行います。

サービス名 サ　　ー　　ビ　　ス　　内　　容

自立生活援助
障害者支援施設等から地域に移り、一人暮らしをする障害のある人に、定期的な巡回訪問や
随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。

共同生活援助
（グループホーム）

障害のある人が共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事など日常生活上の援助や相談を
行います。

就労継続支援Ａ型
一般企業等での就労が困難な障害のある人に、雇用契約を結び、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援Ｂ型
一般企業等での就労が困難な障害のある人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の
向上のために必要な訓練を行います。従来の小規模作業所等での福祉的就労に近い形態のもの
をいいます。

就労定着支援
一般企業等に新たに雇用された障害のある人の就労の継続を図るため、就労に伴う生活面の
課題に対応できるよう、職場や事業所との連絡調整等の支援を行います。

就労移行支援
一般企業等への就職を希望する障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上
のために必要な訓練を行います。

療養介護
医療を要する障害のある人であって常に介護を要する人に、病院等への長期入院による医療的
ケアに加え、昼間において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常
生活の支援を行います。

生活介護
常に介護を要する障害のある人に、昼間において通所先の事業所で入浴、排せつ、食事の介護
を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気等の場合に、夜間も含め短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等
を行います。

自立訓練

機能訓練
身体に障害のある人に、地域生活を営む上で必要な身体機能の維持・回復等のための訓練を
行います。

生活訓練
知的障害または精神に障害のある人に、地域生活を営む上で必要な生活能力の維持・向上等の
ための訓練を行います。

同行援護
視覚障害のため移動に著しい困難がある人に、外出時における移動に必要な情報（代筆・代読
を含みます。）の提供とともに、移動の援護、排せつ、食事の介護等の援助を行います。

行動援護
知的障害または精神に障害があるため一人で行動することが困難な人（危険回避ができない、
自傷、異食、徘徊等の行動障害に対する援助を必要とする人）が行動するときに必要な支援や
移動中の介護、排せつ、食事の介護など必要な援助を行います。

サービス名 サ　　ー　　ビ　　ス　　内　　容

サービス名 サ　　ー　　ビ　　ス　　内　　容

居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅で入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事など生活全般にわたる援助を
行います。

重度訪問介護
重度の肢体不自由等のため常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護や
外出の際の移動支援等を総合的に行います。

➑ 障害福祉サービス（自立支援給付）の内容
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④

⑮日中一時支援事業
障害のある人や障害のある児童の日中活動の場を確保し、日常的に介護
する家族等の一時的な休息を支援します。

相談支援

⑫福祉ホーム事業
現に住居を求めている障害のある人に、低額な料金で居室を提供し、
日常生活に必要な便宜を供与することにより、地域生活を支援します。

⑬訪問入浴サービス事業
他の方法では入浴が困難な重度の身体障害のある人に、浴槽を提供して
（自宅に持ち込んで）入浴の介護を行い、在宅生活を支援します。

⑭日常生活支援事業（生活訓練等）
障害のある人に、日常生活上必要な訓練を行うことで、生活の質的向上
を図り、社会復帰を促進します。

⑨手話通訳者･要約筆記者養成研修事業
聴覚に障害がある人が自立した日常生活または社会生活を営むことが
できるよう、手話通訳者・要約筆記者の養成を推進します。

⑩盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
視覚と聴覚の両方に障害のある人等が自立した日常生活を営むことが
できるよう、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を推進します。

⑪盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
視覚と聴覚の両方に障害のある人等に、自立した日常生活を営むことが
できるよう、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。

⑤手話奉仕員養成研修事業
聴覚に障害のある人等が自立した日常生活または社会生活を営むことが
できるよう、手話奉仕員の養成を推進します。

⑥移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人に、外出の支援を行います。

⑧地域活動支援センター事業
日中活動の場として創作的活動、生産活動の提供や、社会交流の促進等
を図り、障害のある人の地域生活を支援します。

⑦重症心身障害児・者移動支援事業
屋外での移動が困難な重症心身障害のある人に、通院や通所を含めた
外出の支援を行います。

④日常生活用具給付等事業
障害のある人や障害のある児童に、障害の種類や程度に応じた日常生活
用具を給付する等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を
図ります。

障害のある人や障害のある人の介護者等からの相談に応じ、情報の提供
や必要な援助を行います。

②成年後見制度利用支援事業
知的障害または精神に障害のある人に、成年後見制度の市長申立て等に
要する費用や後見人等の費用を助成します。

③意思疎通支援事業

手話通訳者派遣事業
聴覚に障害がある等のため意思疎通を図ることに支障がある場合に、
障害のある人との意思疎通を仲介する手話通訳者・要約筆記者等の派遣
を行います。

要約筆記者派遣事業

手話通訳者設置事業

①相談支援事業

地域移行支援 施設入居者や退院可能な精神に障害のある人に、地域生活への移行を支援します。

地域定着支援
自宅で一人暮らしをしている障害のある人に、夜間も含めた緊急時における連絡、相談等の
支援を行います。

事　　業　　区　　分 事　　　業　　　内　　　容

サービス名 サ　　ー　　ビ　　ス　　内　　容

計画相談支援
障害のある人に総合的な支援のための計画（「かなざわ安心プラン」（サービス等利用計画）
を作成します。

➒ 地域生活支援事業の内容
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医療型障害児入所施設

④医療的ケア児
　への支援

医療的ケア児
移動介護支援事業

医療的ケア児が外出する際に、看護職員が医療的ケアを伴う移動介護を行います。

医療的ケア児等
コーディネーター

医療的ケア児の支援体制の構築に向け、多分野にまたがる支援の利用を調整する
コーディネーターを配置するものです。

③障害児相談支援
障害のある児童に、障害児支援利用計画の作成と、サービス等の利用状況の検証
（モニタリング）等を行います。

②障害児入所支援

福祉型障害児入所施設 福祉型障害児入所施設は、障害のある児童の保護、日常生活の指導及び独立生活に
必要な知識技能の習得のための訓練等を行います。
医療型障害児入所施設は、上記に加え治療を行います。

サ　ー　ビ　ス　区　分 サ　　ー　　ビ　　ス　　内　　容

①障害児通所支援

児童発達支援
身近な地域において療育が必要な、未就学の障害のある児童（乳幼児）やその家族
に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の支援を行い
ます。

放課後等デイサービス
就学している障害のある児童に、学校の放課後、休業日、夏休み等の長期休業中に
おいて、生活能力の向上のために必要な訓練等を継続的に行います。

居宅訪問型
児童発達支援

重度の障害等により外出することが著しく困難な障害のある児童に、自宅を訪問し
て、日常生活における基本的な動作の指導や知識技術の付与等の支援を行います。

保育所等訪問支援
保育所等（幼稚園、小学校、特別支援学校及び認定こども園等を含みます。）に
通うまたは通う予定の障害のある児童に、その児童が通う保育所等に訪問し、
集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

➓ 障害児支援サービスの内容
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